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役員退職慰労金制度の廃止についてのお知らせ 

 

 

当社は、経営改革の一環として、本日開催された取締役会において、下記の通り役員退職慰労

金制度を廃止することを決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 

 
１．制度廃止の目的および時期 
現在進めている経営改革の一環として、年功的要素が強く後払い的な制度である役員退

職慰労金制度を、平成 18年 6月 22日開催予定の第 10期定時株主総会終結のときを以
って廃止します。なお、役員報酬体系は、より成果報酬的な要素を色濃く反映させた月

例給に一本化する予定です。 
 

  ２．在任中ないし重任の取締役および監査役に対する退職慰労金の支給 
就任時から第 10 期定時株主総会終結のときまでの在任期間に対応する退職慰労金につ
いては、打ち切り支給することとし、同株主総会に付議する予定です。ただし、支給日

は各役員の退任時といたします。 
  

  

以 上 


